
◆福島県からのお知らせ◆
毎月勤労統計調査特別調査
　　　　　　　　　　　　　はじまります
　本年７月３１日現在で、常用労働者を１人から４人雇用している事業所を対象に、「毎月勤労統計調査特別調査」を実施します。
　この調査は、賃金、労働時間及び労働者数の動向を明らかにするための大切な調査です。
調査対象事業所には、８月から９月にかけ統計調査員がお伺いしますので、調査へのご理解とご回答をお願いいたします。
（問い合わせ先　福島県統計調査課　電話　０２４－５２１－７１４５）
詳しくはこちらへ（http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html）

